
地域包括ケアの時代の作業療法を創造する会 

（地域包括ケア時代の OT を創造する会  日本作業療法士会認定 SIG） 

                      会の結成 ２００６年６月１日 

                            会則の制定 ２０１２年４月 1 日 

                            会名の変更 ２０１７年１１月２２日 

規約・会則 

 

第１条 会の目的  

この会は、我が国の急速な高齢社会への変化に対応し、作業療法士が地域包括ケアの時代へ向

けて個々の力量を増し、現場で他の職種から頼りにされ生き生きと働けることを目的として創設

された。 会員が 相互に連携し、最新の情報を共有しながら作業療法士の専門性を発揮できる

ように自己研鑽することを目的とし、作業療法について可能な限りの発信ができることを目指す。 

この会に集う仲間は それぞれの職場環境の違いを理解しながら協力し、地域包括ケアに貢献

する。又、想像性（イマジネーション）を発揮し、創造性（クリエーティブ）豊かに仕事をする

ことを目指す。 

 

第２条 会員の努力の方向性 

介護保険制度や地域包括ケアのあり方について情報を交換・共有し、各自の現場で想像力を豊

かにクライアントの可能性を共に描き、創造的な仕事をしよう！ 

参加者相互が知り合い、交流を深め、アセスメントやプログラムの実際・作業療法の展開・施

設内外との連携・地域への貢献等について力量を増そう！ 

多職種協働が進められている中で、作業療法の専門性や各施設の作業療法士が積み上げてきた

実績を広く他の職種や地域、クライアント自身に向けて発信・アピールできるようになろう！ 

老年期を支えるＯＴの仲間たちがしっかり自分自身のあり方や方向性を意識出来るきっかけ

にしよう！ 

 《 会のスローガン 》 

１）リハビリテーションの理念をコミュニティケアの中で推進します。 

２）医療職として 最新の知識と・技術を提供します。 

３）対象者の利益・幸福のため力を尽くします。 

４）脳の専門家・生活の実態を見る専門家として研鑽します。 

５）地域・地区の実情を良く知り、それに応じた貢献をします。 

   ６) 医療･保健・福祉にかかる経済効率を念頭に置き効率的に、効果的に仕事をします。 

  ７）住民・ユーザー・他職種との連携を図り、協力して理想の実現を図ります。 

８）誰もが住みなれた地域で暮らし続けられることを支援します。 

９）誰もが自分の持てる力を発揮し参加していける街づくりを支援します。 

１０）作業療法士として作業活動を広く捉え、深く探りこれを 

手段として地域保健福祉に貢献します。   

  



第３条 会員の入会と退会 

 特に資格を問わない。リハ専門職種・対人援助職種・行政職員・作業療法に興味のある者が集

まる。この会に賛同し、研修会に参加し その後情報共有や相互支援を希望する者を名簿に登録

し、この会の会員とする。名簿からの消除を希望する者は申し出によって退会とする。 

 

第４条 会費と運営の方法（財務関連） 

 会が運営する 研修会参加費の内 一人５００円を参加者にその旨の了承を得てこの会の事

務局運営に充てる。事務局運営の状況に応じて、一人１０００円を上限に事務局運営に充てる事

ができるものとする。 

  

第５条 会に次の理事、事務局、各地区の相談窓口を置く 

 開設世話人理事 吉田隆幸 土井勝幸 長倉寿子 浅野有子 

事務局を次に置く 非営利一般社団法人 あっとほーむいなしき 

         〒３００－０５０８ 

         茨城県稲敷市佐倉１０２－２  TEL 0298-34-5881 

                        FAX 0298-34-5882 

事務局代表者・総務 浅野 有子 （デイサービス 太陽と鳩たち） 

相談窓口を設置し老健仲間からの相談に応じる 

九州・四国：坂本 佳（老健清雅苑 FAX096-345-8188） 

中国・関西・中部：長倉寿子（関西総合リハ学院 FAX0799-60-3610） 

甲信越・関東・北陸：浅野有子（老健涼風苑 FAX0298-34-5882） 

東北・北海道：土井勝幸（老健せんだんの丘 FAX022-727-7727） 

 

第６条 会は次の研修会・ワークショップを開催する 

 ＊ 地域包括ケアのリハビリテーションの役割、地域連携についてのワークショップ 

 ＊ 地域支援事業等でのリハビリ業務・作業療法の管理運営についてのワークショップ 

 ＊ その他 災害被災地や被災者の支援のためのチャリティ研修会 等 

 

第７条 会は次の広報手段を活用する 

 会の広報には 事務局施設のホームページを活用し、会員の問い合わせは原則 FAX で受け付

け FAX・メール・電話で対応する。 

 研修会の案内は JAOT・作業療法ジャーナル・臨床作業療法 等の研修会案内ページを活用

して広報する。又、近隣作業療法県士会に協力を依頼して広報する 

 

第８条 その他 

 この会の理念・目的を達成する様な活動については 世話人会（年１回）を通して合意のもと

取り組む事とする。 

以上       


